
〔毎月払〕 〔年度末まで〕 〔半期払〕 　　（単位＝円）

任 意 継 続 加 入 者 Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ23年 Ｈ23年 Ｈ24年

資 格 取 得 年 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 4月 5月 6月 7月 10月 11月 12月 1月

平 成 23 年 度 中 に Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ23年 Ｈ23年 Ｈ24年

40 歳 に 達 す る 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 4月 5月 6月 7月 10月 11月 12月 1月

平成23年度　　　　　任意継続加入者用介護分掛金早見表（1）
保 存 用

日 本 私 立 学 校 振 興 ・ 共 済 事 業 団

平 成 23 年 4 月 1 日 改 正

◎
平
成
二
三
年
度
中
に

左 記 に 同 じ 左 記 に 同 じ

（ 平 成 24 年 3 月 分 ま で ）

納  付  す  べ  き 額 納  付  す  べ  き 額

（ 平 成 23 年 9 月 分 ま で ）

◎
任
意
継
続
掛
金
額
に

退
職
時
の
標
準
給
与
の

1
か
月
の
介
護
分
掛

納　付　す　べ　き　額　（　平　成　24　年　3　月　分　ま　で　）

任 意 継 続 加 入 者 資 格 取 得 月 ・ 40 歳 到 達 月 ・ 前 納 対 象 月 数

◎
こ
の
早
見
表
は
平
成 40 歳 に 達 す る 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 4月 5月 6月 7月 10月 11月 12月 1月

11 10 9 8 7 6 5 4 3 6 5 4 3 5 4 3

98,000 964 11,363 10,433 9,500 8,564 7,624 6,682 5,737 4,789 3,837 2,883 5,737 4,789 3,837 2,883 5,737 4,789 3,837 2,883

104,000 1,023 12,058 11,071 10,081 9,088 8,091 7,091 6,088 5,082 4,072 3,059 6,088 5,082 4,072 3,059 6,088 5,082 4,072 3,059

110,000 1,082 12,753 11,710 10,662 9,612 8,558 7,500 6,439 5,375 4,307 3,235 6,439 5,375 4,307 3,235 6,439 5,375 4,307 3,235

118,000 1,161 13,685 12,565 11,441 10,314 9,183 8,048 6,909 5,767 4,621 3,472 6,909 5,767 4,621 3,472 6,909 5,767 4,621 3,472

126,000 1,239 14,604 13,409 12,210 11,007 9,800 8,589 7,374 6,155 4,932 3,705 7,374 6,155 4,932 3,705 7,374 6,155 4,932 3,705

134,000 1,318 15,535 14,264 12,988 11,708 10,424 9,136 7,844 6,547 5,246 3,941 7,844 6,547 5,246 3,941 7,844 6,547 5,246 3,941

142,000 1,397 16,466 15,119 13,767 12,410 11,049 9,684 8,314 6,940 5,561 4,177 8,314 6,940 5,561 4,177 8,314 6,940 5,561 4,177

150,000 1,476 17,398 15,974 14,545 13,112 11,674 10,231 8,784 7,332 5,875 4,414 8,784 7,332 5,875 4,414 8,784 7,332 5,875 4,414

に
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十
五
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に
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る
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は
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二
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掛
金 平成23年度中に65歳に達する人

（裏面一覧表の該当する月数）

成
二
三
年
三
月
三
十
一
日
以
降
の
退
職
者 160,000 1,574 18,553 17,034 15,511 13,983 12,449 10,911 9,367 7,819 6,265 4,707 9,367 7,819 6,265 4,707 9,367 7,819 6,265 4,707

170,000 1,672 19,708 18,095 16,477 14,853 13,224 11,590 9,951 8,306 6,655 5,000 9,951 8,306 6,655 5,000 9,951 8,306 6,655 5,000

180,000 1,771 20,875 19,166 17,452 15,733 14,007 12,276 10,540 8,797 7,049 5,296 10,540 8,797 7,049 5,296 10,540 8,797 7,049 5,296

190,000 1,869 22,030 20,227 18,418 16,603 14,782 12,956 11,123 9,284 7,439 5,589 11,123 9,284 7,439 5,589 11,123 9,284 7,439 5,589

200,000 1,968 23,197 21,298 19,394 17,483 15,565 13,642 11,712 9,776 7,834 5,885 11,712 9,776 7,834 5,885 11,712 9,776 7,834 5,885

220,000 2,164 25,507 23,419 21,325 19,224 17,116 15,001 12,879 10,750 8,614 6,471 12,879 10,750 8,614 6,471 12,879 10,750 8,614 6,471

240,000 2,361 27,829 25,551 23,266 20,974 18,674 16,366 14,051 11,728 9,398 7,060 14,051 11,728 9,398 7,060 14,051 11,728 9,398 7,060

260,000 2,558 30,151 27,683 25,208 22,724 20,232 17,732 15,223 12,707 10,182 7,649 15,223 12,707 10,182 7,649 15,223 12,707 10,182 7,649

280,000 2,755 32,473 29,815 27,149 24,474 21,790 19,097 16,396 13,685 10,966 8,238 16,396 13,685 10,966 8,238 16,396 13,685 10,966 8,238

300,000 2,952 34,795 31,947 29,090 26,224 23,348 20,463 17,568 14,664 11,750 8,827 17,568 14,664 11,750 8,827 17,568 14,664 11,750 8,827

320 000 3 148 37 105 34 069 31 022 27 965 24 898 21 821 18 735 15 638 12 531 9 413 18 735 15 638 12 531 9 413 18 735 15 638 12 531 9 413

覧
表
か
ら
先
に
ご
覧
く
だ
さ
い

。

意
継
続
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表
①
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し
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い
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320,000 3,148 37,105 34,069 31,022 27,965 24,898 21,821 18,735 15,638 12,531 9,413 18,735 15,638 12,531 9,413 18,735 15,638 12,531 9,413

340,000 3,345 39,427 36,201 32,963 29,715 26,456 23,187 19,907 16,616 13,315 10,002 19,907 16,616 13,315 10,002 19,907 16,616 13,315 10,002

360,000 3,542 41,749 38,333 34,904 31,465 28,014 24,553 21,079 17,595 14,099 10,591 21,079 17,595 14,099 10,591 21,079 17,595 14,099 10,591

380,000 3,739 44,071 40,464 36,846 33,215 29,573 25,918 22,252 18,573 14,883 11,180 22,252 18,573 14,883 11,180 22,252 18,573 14,883 11,180

◎381,000 3,749 44,189 40,573 36,944 33,304 29,652 25,987 22,311 18,623 14,923 11,210 22,311 18,623 14,923 11,210 22,311 18,623 14,923 11,210

※１ ◎印は標準給与の月額の上限額です。退職時の標準給与の月額が381,000円以上の場合は、標準給与の月額を381,000円とします。

※２ 40歳に達する月とは、40歳の誕生日の前日が属する月のことです。

（例：40歳の誕生日が5月1日の場合、40歳に達した日は4月30日となり、40歳に達する月は4月となります。）

て
く
だ
さ
い

。



(　備　考　）

任意継続期間中において、40歳に達しない者、又は任意継続加入者申し出時にすでに65歳以上の者は、介護保険法で規定する第2号被保険者には該当しませんので、任意継続掛金のみ

納付することになります。

介護分掛金（1か月分）は、退職時の標準給与の月額（上限額381,000円）に0.984／100を乗じて得た金額となり、任意継続掛金と合算して納めることになります。

納付方法は、「毎月納付」又は前納割引制度に定める期間で「半期ごと」又は｢年度末まで」一括納付する方法がありますので、いずれかを選択してください。なお、「半期ごと」又は

「年度末まで」の一括納付を選択する際、初回払い込みの対象期間が初月を含んで2か月以内の場合は初回分の掛金は割引にはなりませんが、次回以降に割引が適用されます。

「介護分掛金早見表」の見方

加入者が「年度末まで」又は「半期ごと」の納付を選択した場合は、年齢によって早見表の見方が異なりますのでご注意ください。

2．

3．

4．

1．

1） 任意継続加入者の資格取得月に40歳以上65歳未満の場合は、加入者の「退職時の標準給与の月額」欄と「任意継続加入者資格取得年月」欄の交わった箇所が介護分掛金です。

2） 任意継続加入者の資格取得月に40歳未満で、平成23年度中に40歳に達する場合は、加入者の「退職時の標準給与の月額」欄と「平成23年度中に40歳に達する月」欄の

交わった箇所が介護分掛金です。

3） 任意継続加入者の資格取得月に65歳未満で、平成23年度中に65歳に達する場合は、まず下表の「生年月日」と「資格取得月」とが交わった箇所の『（　　）内の月数  』を求め、

次に、表面の早見表で加入者の該当する「退職時の標準給与の月額」欄と「平成23年度中に65歳に達する人」欄にある『月数』欄が交わった箇所が介護分掛金です。

（事　例）　退職時の標準給与の月額が98,000円の者が、年度末までの一括納付を選択した場合の掛金額

① 40歳以上65歳未満であるS．22．10．5生まれの者が、4月に資格取得した場合は、介護分掛金11,363円と任継掛金〔別紙「平成23年度任意継続掛金早見表①（以下「任継早見表①」

という）」参照〕77,393円を合算した88,756円となります。

② 40歳以上65歳未満であるS．22．4．2生まれの者が、6月に資格取得した場合は、介護分掛金9,500円と任継掛金（任継早見表①参照）64,704円を合算した74,204円となります。

③ 平成23年度中に40歳に達するS．46．8．2生まれの者が、4月に資格取得した場合は、「平成23年度中に40歳に達する月」欄で8月の欄の介護分掛金7,624円と任継掛金（任継早見表①

参照）77 393円を合算した85 017円となります参照）77,393円を合算した85,017円となります。

④ 平成23年度中に65歳に達するS．21．8．2生まれの者が、5月に資格取得した場合は、下表の「生年月日S.21.8.2～9.1」欄と「資格取得月5月」欄とが交わった箇所の（　　）内の月数は

3となりますので、表面の早見表の「23年度中に65歳に達する人（裏面一覧表の該当する月数）」で3の欄の介護分掛金2,883円と、資格取得月の任継掛金（任継早見表①参照）71,059円を

合算した73,942円となります。

年一括納付用（平成24年3月分まで） 半期納付用（平成23年9月分まで） 半期納付用（平成24年3月分まで）

資格取得月
生年月日

S.21. 7.2 4～6 （3） 4～6 （3）

S.21. 8.2 4～7 （4） 5～7 （3） 4～7 （4） 5～7 （3）

S 21 9 2 4～8 （5） 5～8 （4） 6～8 （3） 4～8 （5） 5～8 （4） 6～8 （3）

～

～ 10 1

～

9.1

8.1

11月 12月11月 6月8月 9月 10月4月 5月 6月 7月 10月7月 12月 4月 5月

S.21. 9.2 4～8 （5） 5～8 （4） 6～8 （3） 4～8 （5） 5～8 （4） 6～8 （3）

S.21.10.2 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3） 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3）

S.21.11.2 4～10 （7） 5～10 （6） 6～10 （5） 7～10 （4） 8～10 （3） 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3）

S.21.12.2 4～11 （8） 5～11 （7） 6～11 （6） 7～11 （5） 8～11 （4） 9～11 （3） 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3）

S.22. 1.2 4～12 （9） 5～12 （8） 6～12 （7） 7～12 （6） 8～12 （5） 9～12 （4） 10～12 （3） 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3） 10～12 （3）

S.22. 2.2 4～1 （10）5～1 （9） 6～1 （8） 7～1 （7） 8～1 （6） 9～1 （5） 10～1 （4） 11～1 （3） 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3） 10～1 （4） 11～1 （3）

S.22. 3.2 4～2 （11）5～2 （10）6～2 （9） 7～2 （8） 8～2 （7） 9～2 （6） 10～2 （5） 11～2 （4） 12～2 （3） 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3） 10～2 （5） 11～2 （4） 12～2 （3）

（注）各「資格取得月」欄中、自～至は前納対象期間の月、（　　）内は対象月数です。

～ 2.1

～ 3.1

～

～

～

10.1

～ 4.1

11.1

12.1

～ S.22. 1.1



〔注〕 この早見表は、退職時において私学共済の加入者期間が15年以上あり、かつ55歳
以上の退職者（55歳となった日以後初めての退職に限る。）が使用する表です。

〔毎月払〕 〔年度末まで〕 〔半期払〕 　　（単位＝円）

任 意 継 続 加 入 者 Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ23年 Ｈ23年 Ｈ24年

資 格 取 得 年 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 4月 5月 6月 7月 10月 11月 12月 1月

平 成 23 年 度 中 に Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ23年 Ｈ23年 Ｈ24年

◎
平
成
二
三
年
度
中

納  付  す  べ  き 額

（ 平 成 24 年 3 月 分 ま で ）

左 記 に 同 じ

納  付  す  べ  き 額

（ 平 成 23 年 9 月 分 ま で ）
退
職
時
の
標
準
給
与

割
引
後
の
標
準
給
与

左 記 に 同 じ任 意 継 続 加 入 者 資 格 取 得 月 ・ 40 歳 到 達 月 ・ 前 納 対 象 月 数

保 存 用

◎
任
意
継
続
掛
金
の

平成23年度　　　　　任意継続加入者用介護分掛金早見表（2）

平 成 23 年 4 月 1 日 改 正

日 本 私 立 学 校 振 興 ・ 共 済 事 業 団

◎
こ
の
早
見
表
は
平

1
か
月
の
介
護

納　付　す　べ　き　額　（　平　成　24　年　3　月　分　ま　で　）

平 成 23 年 度 中 に Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ23年 Ｈ23年 Ｈ24年

40 歳 に 達 す る 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 4月 5月 6月 7月 10月 11月 12月 1月

11 10 9 8 7 6 5 4 3 6 5 4 3 5 4 3

69,000 678 7,992 7,338 6,681 6,023 5,362 4,700 4,035 3,368 2,699 2,027 4,035 3,368 2,699 2,027 4,035 3,368 2,699 2,027

73,000 718 8,463 7,770 7,075 6,378 5,679 4,977 4,273 3,567 2,858 2,147 4,273 3,567 2,858 2,147 4,273 3,567 2,858 2,147

77,000 757 8,923 8,192 7,460 6,725 5,987 5,247 4,505 3,760 3,013 2,264 4,505 3,760 3,013 2,264 4,505 3,760 3,013 2,264

83,000 816 9,618 8,831 8,041 7,249 6,454 5,656 4,856 4,053 3,248 2,440 4,856 4,053 3,248 2,440 4,856 4,053 3,248 2,440

89,000 875 10,314 9,469 8,623 7,773 6,921 6,065 5,207 4,347 3,483 2,616 5,207 4,347 3,483 2,616 5,207 4,347 3,483 2,616

94,000 924 10,891 10,000 9,105 8,208 7,308 6,405 5,499 4,590 3,678 2,763 5,499 4,590 3,678 2,763 5,499 4,590 3,678 2,763

100,000 984 11,598 10,649 9,697 8,741 7,783 6,821 5,856 4,888 3,917 2,942 5,856 4,888 3,917 2,942 5,856 4,888 3,917 2,942

105,000 1,033 12,176 11,179 10,180 9,177 8,170 7,161 6,148 5,131 4,112 3,089 6,148 5,131 4,112 3,089 6,148 5,131 4,112 3,089

中
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126,000

104,000

98,000

134,000

118,000

105,000 1,033 12,176 11,179 10,180 9,177 8,170 7,161 6,148 5,131 4,112 3,089 6,148 5,131 4,112 3,089 6,148 5,131 4,112 3,089

112,000 1,102 12,989 11,926 10,860 9,790 8,716 7,639 6,558 5,474 4,386 3,295 6,558 5,474 4,386 3,295 6,558 5,474 4,386 3,295

119,000 1,170 13,791 12,662 11,530 10,394 9,254 8,110 6,963 5,812 4,657 3,499 6,963 5,812 4,657 3,499 6,963 5,812 4,657 3,499

126,000 1,239 14,604 13,409 12,210 11,007 9,800 8,589 7,374 6,155 4,932 3,705 7,374 6,155 4,932 3,705 7,374 6,155 4,932 3,705

133,000 1,308 15,417 14,156 12,890 11,620 10,345 9,067 7,784 6,497 5,206 3,911 7,784 6,497 5,206 3,911 7,784 6,497 5,206 3,911

140,000 1,377 16,231 14,902 13,570 12,232 10,891 9,545 8,195 6,840 5,481 4,118 8,195 6,840 5,481 4,118 8,195 6,840 5,481 4,118

154,000 1,515 17,857 16,396 14,929 13,458 11,982 10,502 9,016 7,526 6,030 4,530 9,016 7,526 6,030 4,530 9,016 7,526 6,030 4,530

168,000 1,653 19,484 17,889 16,289 14,684 13,074 11,458 9,837 8,211 6,580 4,943 9,837 8,211 6,580 4,943 9,837 8,211 6,580 4,943

182,000 1,790 21,099 19,372 17,639 15,901 14,158 12,408 10,653 8,892 7,125 5,352 10,653 8,892 7,125 5,352 10,653 8,892 7,125 5,352

196,000 1,928 22,725 20,865 18,999 17,127 15,249 13,365 11,474 9,577 7,674 5,765 11,474 9,577 7,674 5,765 11,474 9,577 7,674 5,765

210,000 2,066 24,352 22,359 20,359 18,353 16,340 14,321 12,295 10,263 8,224 6,178 12,295 10,263 8,224 6,178 12,295 10,263 8,224 6,178

224,000 2,204 25,978 23,852 21,719 19,579 17,432 15,278 13,117 10,948 8,773 6,590 13,117 10,948 8,773 6,590 13,117 10,948 8,773 6,590

一
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200,000

190,000

180,000

170,000

224,000 2,204 25,978 23,852 21,719 19,579 17,432 15,278 13,117 10,948 8,773 6,590 13,117 10,948 8,773 6,590 13,117 10,948 8,773 6,590

238,000 2,341 27,593 25,335 23,069 20,796 18,516 16,227 13,932 11,629 9,318 7,000 13,932 11,629 9,318 7,000 13,932 11,629 9,318 7,000

252,000 2,479 29,220 26,828 24,429 22,022 19,607 17,184 14,753 12,314 9,868 7,413 14,753 12,314 9,868 7,413 14,753 12,314 9,868 7,413

266,000 2,617 30,846 28,322 25,789 23,248 20,698 18,141 15,574 13,000 10,417 7,825 15,574 13,000 10,417 7,825 15,574 13,000 10,417 7,825

287,000 2,824 33,286 30,562 27,829 25,087 22,336 19,576 16,806 14,028 11,241 8,444 16,806 14,028 11,241 8,444 16,806 14,028 11,241 8,444

308,000 3,030 35,714 32,792 29,859 26,917 23,965 21,003 18,032 15,051 12,061 9,060 18,032 15,051 12,061 9,060 18,032 15,051 12,061 9,060

329,000 3,237 38,154 35,032 31,899 28,756 25,602 22,438 19,264 16,080 12,885 9,679 19,264 16,080 12,885 9,679 19,264 16,080 12,885 9,679

350,000 3,444 40,594 37,272 33,939 30,594 27,239 23,873 20,496 17,108 13,709 10,298 20,496 17,108 13,709 10,298 20,496 17,108 13,709 10,298

371,000 3,650 43,022 39,501 35,969 32,424 28,869 25,301 21,722 18,131 14,529 10,914 21,722 18,131 14,529 10,914 21,722 18,131 14,529 10,914

◎381,000 3,749 44,189 40,573 36,944 33,304 29,652 25,987 22,311 18,623 14,923 11,210 22,311 18,623 14,923 11,210 22,311 18,623 14,923 11,210

※１ ◎印は標準給与の月額の上限額です。退職時の標準給与の月額が381,000円以上の場合は、標準給与の月額を381,000円とします。

※２ 40歳に達する月とは 40歳の誕生日の前日が属する月のことです
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※２ 40歳に達する月とは、40歳の誕生日の前日が属する月のことです。

（例：40歳の誕生日が5月1日の場合、40歳に達した日は4月30日となり、40歳に達する月は4月となります。）



(　備　考　）
1． 任意継続加入者資格取得月において、すでに65歳以上の者は、介護保険法で規定する第2号被保険者には該当しませんので、任意継続掛金のみ納付することになります。

2． 介護分掛金（1か月分）は、退職時の標準給与の月額に30／100を乗じて得た額（その額に千円未満の端数があるときは、これを切捨てた額）を、退職時の標準給与の月額から控除した

額（割引後の標準給与の月額という・上限額381,000円）」に0.984／100を乗じて得た金額（1円未満切捨て）となり、任意継続掛金と合算して納めることになります。

3． 納付方法は、「毎月納付」又は前納割引制度に定める期間で「半期ごと」又は｢年度末まで」一括納付する方法がありますので、いずれかを選択してください。なお、「半期ごと」又は

「年度末まで」の一括納付を選択する際、初回払い込みの対象期間が初月を含んで2か月以内の場合は、初回分の掛金は割引にはなりませんが、次回以降に割引が適用されます。

4．「介護分掛金早見表」の見方

加入者が「年度末まで」又は「半期ごと」の納付を選択した場合は、任意継続加入者資格取得時の年齢が「55歳以上65歳未満」の者と「年度途中に65歳に達する」の者とでは早見表の見方が

異なります でご注意くださ異なりますのでご注意ください。

1） 任意継続加入者資格取得月に『55歳以上65歳未満』の場合は、加入者の「退職時の標準給与の月額」欄と「任意継続加入者資格取得年月」欄の交わった箇所が介護分掛金です。

2） 任意継続加入者資格取得月に65歳未満で、平成23年度中に65歳に達する場合は、まず下表の「資格取得月」と「生年月日」とが交わった箇所の『（　　）内の月数  』を求め、

次に、表面の早見表で加入者の「退職時の標準給与の月額」欄と「平成23年度中に65歳に達する人」欄にある『月数』欄が交わった箇所が介護分掛金です。

（事　例）　退職時の標準給与の月額が98,000円の者が、年度末まで一括納付を選択した場合の掛金額

① 55歳以上65歳未満であるS．22．10．5生まれの者が、4月に資格取得した場合は、介護分掛金7,992円と任継掛金〔別紙「平成23年度任意継続掛金早見表②（以下「任継早見

表②」という）参照〕54,491円を合算した62,483円となります。

② 55歳以上65歳未満であるS．22．4．2生まれの者が、6月に資格取得した場合は、介護分掛金6,681円と任継掛金（任継早見表②参照）45,557円を合算した52,238円となります。

③ 平成23年度中に65歳に達するS．21．8．2生まれの者が、5月に資格取得した場合は、下表の「生年月日S.21.8.2～9.1」欄と「資格取得月5月」欄とが交わった箇所の（　　）内の月数は

3となりますので 表面の早見表の「23年度中に65歳に達する人（裏面 覧表の該当する月数）」で3の欄の介護分掛金2 027円と 資格取得月の任継掛金（任継早見表②参照）50 031円を3となりますので、表面の早見表の「23年度中に65歳に達する人（裏面一覧表の該当する月数）」で3の欄の介護分掛金2,027円と、資格取得月の任継掛金（任継早見表②参照）50,031円を

合算した52,058円となります。

年一括納付用（平成24年3月分まで） 半期納付用（平成23年9月分まで） 半期納付用（平成24年3月分まで）

資格取得月
生年月日

S.21. 7.2 4～6 （3） 4～6 （3）

S.21. 8.2 4～7 （4） 5～7 （3） 4～7 （4） 5～7 （3）

S.21. 9.2 4～8 （5） 5～8 （4） 6～8 （3） 4～8 （5） 5～8 （4） 6～8 （3）

S.21.10.2 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3） 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3）

～ 9.1

～ 10.1

～ 11.1

10月 11月 12月

～ 8.1

4月 5月 6月 7月9月 10月 11月 12月4月 5月 6月 7月 8月

S.21.11.2 4～10 （7） 5～10 （6） 6～10 （5） 7～10 （4） 8～10 （3） 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3）

S.21.12.2 4～11 （8） 5～11 （7） 6～11 （6） 7～11 （5） 8～11 （4） 9～11 （3） 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3）

S.22. 1.2 4～12 （9） 5～12 （8） 6～12 （7） 7～12 （6） 8～12 （5） 9～12 （4） 10～12 （3） 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3） 10～12 （3）

S.22. 2.2 4～1 （10）5～1 （9） 6～1 （8） 7～1 （7） 8～1 （6） 9～1 （5） 10～1 （4） 11～1 （3） 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3） 10～1 （4） 11～1 （3）

S.22. 3.2 4～2 （11）5～2 （10）6～2 （9） 7～2 （8） 8～2 （7） 9～2 （6） 10～2 （5） 11～2 （4） 12～2 （3） 4～9 （6） 5～9 （5） 6～9 （4） 7～9 （3） 10～2 （5） 11～2 （4） 12～2 （3）

（注）各「資格取得月」欄中、自～至は前納対象期間の月、（　　）内は対象月数です。

～ 3.1

～ 4.1

～ 12.1

～ S.22. 1.1

～ 2.1
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